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監 査 結 果 報 告 書 
 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第４項の規定に基づき定期監査を

実施したので、同条第９項の規定によりその結果を下記のとおり報告する。 
 

記 
１．監査の執行日および対象 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．監査の概要 
   令和６年度にかかる事務事業の執行管理に関する書類の提出を求め書類を監査す

るとともに、関係職員からの説明を求めた。 
 
３．監査の結果 

各所管にかかる事務事業の執行管理については、適正に処理されていると認めら

れた。 
 
 
 
 
 

監 査 期 日 監 査 対 象 

 令和６年９月２７日 
施設整備課、第１プラント、クリーンプラント、 

伊香クリーンプラザ 

  令和６年１０月２８日  総務課、業務課、こもれび苑、クリスタルプラザ 


